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問題の所在

一般に， 道穂的と呼ばれる行為が成立するた

めには行為主体の意志の自由が必然的な前提条

件となる。 主主;志のÊlEÈIのないところに道徳的行

為は成立し得ない。 古来自由をめぐる対立した

二つの哲学的見解， r決定論」 と 「非決定論」

があるが， これらは道徳的帰責の条件としての
自由の存否について論じている。

周知のように， カント (Immanuel Kant) 

も， この伝統的な立場を踏まえながら独自の自

由論を展開したが， 彼の道徳哲学と宗教哲学に

おける帰責根拠としての道徳的自由はいかなる

ものであるのか。 カント的自由の特徴をなす，

「自律の自由」と「選択意志Wi11kürの自由j

の関係はいかに理解されるべきか。 カントによ

れば， 自発性としての先験的自由は道徳的・実

践的自由の基礎であるが， それはいかなる意味

でそうであるのか。

この小論の目的は， 上述の聞いを検討するこ

とを過して， カントの道徳的自由のニ契機をな

す「自律の自由」と「選択意志の自由」が帰資

根拠としての自発性の自治と緊密に結びついて

*本学非常勤務姉 (独語)

いることを切らかにすることにある。

I 

いわゆる批判蓄において， カントは自由の域

念をまず自然必然性そのものの反省、から規定し

ている。 『純粋理性批判』では， 因果系列の 第

一項をそれに先行する原因なしに自ら開始し得

るような根源的な事態なり能力〈自発性〉を矛

盾なく思惟することが可能かどうかということ

が， 第三のアンチノミー(Antinomi e)として

提起されるヘ ヵントが「絶対的自発性的so・

l ute Spontanei tätj と し て の 「先験的自由

trans zend ental e Frei hei tj を開題に し たの

は， 世界の創造とかその起漉に関 し て で あっ

て， 人間の意志、や行為の自由を直接問題にした

わけで、はない。 しかし彼は， r先験的自由の 理

念は行為の絶対的自発性の 内容を なす2) jとも

って， 自発性を行為を生み出す意志、の能力と

も解している。 カントはこのような 自 発 性 を

「自由による原田性Kausal i tät d urc h Frei 咽

hei tjと規定して 自然の原因性に対立させ， 人

間の意志には自然の原因性から独立した他の原

因性が内在し得るかどうかを問うている。

アンチノミーの解決は， 結局この自発性が自
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然生起の必然性と両立し得るという こ と で あ

る。 しかしこのことは一般に， あるいは意志に

おいて， 自由が客観的に存在するということで

はなく， 自由による原因性が自然必然性と両立

し得ることを少なくとも論理的に矛盾なく思散

できるということにすぎない。 従っ てこれは自

由の消筏的 ne gati v な概念であり， 理論的な

自由である。

この自発性が行為との関連で問題になると，

「実践的自由 prakti sc he Frei hei tJの概念が

現われる。 実践的自由は道徳的告白と必ずしも

同じものではない。 カントはこの両概念を明確

に区別していないが， われわれはさしあたり，

実践的自由を， 経験的に観察される人間の意志

活動に却して考えられた自由とみなすことがで

きるであろう。

『純粋理性批判』における実接的 自 由 は，

rWi1lkür (意志能力・決意〉の感性の館勤によ

る強制からの独立性3つとして定義される。 カン

トは動物的意志から入閣の意志を区別しながら

この実践的自由を以下のように説明している。

「感性的衝動による以外には， すなわち感覚

的 patholo g i sc hにしか， 規定し得ないWi11 -

kürは単に動物的(arbi tri um brutum)であ

る。 しかし感性的街動から独立に， 従っ て理性

によっ てのみ表象される動因によっ て規定され

得るWi11kürは自由な Wi11kür(arbi tri um 

liberum)と呼ばれる。 そして根拠としてであ

れ結果としてであれ， このWi1lkürに 結 びっ

くものはすべて実践的と名付けられる。 実践的

自由は経験によっ て証明され得る句。

さらに カントはこのような実践的自由の基礎

には先験的自由があると 考え， r先験的自由の

廃棄は同時に一切の実践的自由主ピ根絶せしめる

であろうó) Jと言う。

さてここで、問ノ官となるのは， r第一批判』にお

ける意志の自由を『道徳、形而上学の基礎づけJ

や『実践理性批判』における8律意志の自由と

同一視できないことで ある。 『第一批判』 の実

践的自由は， 意志が理性の動因によっ て規定さ

れるところに現われると言われながらも， 経験

的に証明されるから， それはf第二批判』で比

較的自由とか心理学的自由と王寺えられた感性的

衝動からの Wi11kür の相対的独立性の自由で

ある。 それは感性的意志の自由であり， 叡知的

な道徳法則に従っ ている自己立法的・自律的自

由を必ずしも意味しなL、。 ところで『第二批判J

の実践的自由の定義は， r道徳法郎以外のどん

なものからも意志が独立してい る こと6) Jであ

り， これは『基礎づけ』の「自由な意志と道徳

法則に従う意志とは問ーである7) Jとい う 考え

と一致するが， r第一批判Jの定義と は必ずし

も一致しなL、。

ここにわれわれは， カントの道徳哲学におい

て， 先験的自由が行為の帰責根拠と関係しなが

ら道徳的自由へと発展する過程に現われるかな

りの幅を持っ た自由意志の概念てとみることがで

きる。

E 

さて， カントから少し離れて道徳的自由とは

何かということを考えてみたい。 われわれは人

間の行為と意志規定一般に関わる自由を道徳的

自由と呼ぶ。 そして道徳的行為においては行為

の行為主体への帰資の可能性が問われる。 なぜ

なら， ある行為について， それが替で、あれ悪で、

あれ， その行為を発生せしめた主体が確認され

なければ， 行為の責任を帰すことができず， 従

っ てその行為は何ら道徳的意味を持たないと

えられるからである。 一般に行為の帰責が成立

するための条件は次の二点に要約し得る。

(1)意志が自己自身以外の伺ものによっ ても束

縛や強制されずに， 自己固有の本質に基づく原

因によっ て行為を生起させ得る と い う こと。
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(意志の自己生起の条件〉

(2)意志が意志規定または意志決定する時に，

さまざまな行為の可能性または目的の中からあ

る行為を， いかなる必然的な強制もなしに， す

なわち自発的に， 選択し得るということ。

すると， 意志は自己自身が実現しようとする行

為内容を自発的に選択し得るということ。 (意



志の自己選択の条件〉

いま分類したこ点は意志の現実的活動に即し

て必ずしも明確に区別できるものとは隈らない

が， 道徳的自由を帰責根拠との関係で把える時

どうしでもこのように分けざるを得ないと考え

られる。(2)の条件の中に， 意志、が何らの行為の原

則も選択せずにいわば偶然的・盗意的に意志規

定を行うとか， あるいは意志規定そのものを全

く行わないという自由を加え得るかどうかは問

題になる。 これは選択の自由がどのような意味

範囲において帰責根拠となり得るかという聞い

に関わる。 後に論ずるように， 何らの原則も選

ばない意志、決定は空虚な意志活動であり， また

意志決定を全然行わない自由は善も悪も行わな

い自由である。 従っ て両者とも帰責根拠を求め

る倫理学の立場からは除外されているものと考

えられる。 (2)の条件はそれゆえ偶然または怒意

の自由と同一視されるべきではない。

さらにここで カント哲学の枠内に深く入っ

て， 意志の機能を， 原則を立てる立法機能と現

実的行為を生起させる実行機能とに分けて， そ

れぞれをWil 1 e とWi1l kürの活動に属させる

ことにも問題が残る。なぜなら， (1)の条件の中に

も， 自己囲有の本質を自らが選択していること

が合意されるし， また(2)の条件においても， 目

的の選択には何らかの原則に基づく選択が含ま

れるからである。 われわれの意図はあくまでも

道纏的行為の成立条件を帰責根拠との関係にお

いてのみこつに分けるということである。

直

さて， この二つの条件に照らして帰寅根拠と

しての カントの道徳的自由を考えてみたい。

はじめの条件が満たされるためには， 意志、は，

それ自体は自然生起であり自然の必 然 的 な 原

因性であるところの一切の感性的諸力の及ぼす

影響から独立に， 自らの内的本質または内的必

然、性に基づいて行為を生起させ得る， というこ

とが明らかにされねばならない。 カントによれ

ば， 意志が内的必然性に基づくということは意
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志が道徳、法則に従うことにほかならなし、。 これ

が「意志の自律 Autonomi e d e s Will ensJと

しての自由の離念であり， 意、志が感性的・自然

的原由力により規定されることを意味する「他

律He teronomi eJの不自由に対立する。 先に

みたように， このような観点に立つ カントの実

践的・道徳的自由の定義は， I感性の衝動 に よ

る強制からの意志能力の独立 Jあるいは「意志

が道徳法則以外の何ものにも従わないこと」で

ある。

ところで自律の自由がそれだけで、帰賞を成立

さぜる十分な条件となり得るかどうかは問題で

ある。 この点について二， -問題点を挙げれば

次の通りである。

(1)まず自律の自由は実践的自由として自発性

をその根底に有すると思われる。 カントは， 自

発性を採り上げるアンチノミーの箇所の注釈に

おいて， 意志行為に自発性が存在することを説

明する例として椅子から立ち上がろうとする決

意と行為を挙げている。 しかしこの例は， いわ

ば行為一般といったものが自然生起の必然、性か

ら自由であり得ることを説明するものであっ て

も， そのような自発性がただちに， 善悪という

価{直観念に関係する道徳的な行為の帰責を十分

に根拠づける概念として通用するかどうかは問

題であろう。 無論自律の自由は自発性の自由と

同じものではないが， 自律の自由にはこのよう

な自発性から発展したと思われる側面が存在し

ている。

(2)次に， 意志、の自律には， 一切の感性的衝動

または傾向性による規定を受けない と い う苗

と， 意志が道徳法則という自己閤有の必然性に

従っ ているという積極的な国とがある。 意志の

自律との関連において得られる カントによ

の規定は， 意志、が道徳法則に一致することであ

る。 そうすると， 替でない意志とは感性的衝動

の支配下におかれる意志ということになり， こ

れが他律意志で意味されるものである。 ところ

が行為を道徳的に帰賞するためには， 善の行為

についても悪の行為についてもその行為が行為

主体から発したものであることが明確に規定さ



れる必要がある。 一般には善行為を帰責すると

は言わないが， ここで帰責というのは養行為が

行為主体から発したものであることを明確に規

定することを意味する。 確かに自律の自由は，

善行為が自然の原因力から独立に意志の自己立

法によっ てなされることを明確にすることによ

っ て， 善行為の1帝責を可能にするが， 悪行為に

ついては帰責が不可能になると考えざるを得な

い。 なぜなら意志の他律が自然生超に従うこと

を意味するならば， 惑しき行為は責任を負うこ

とのあり得ない自然や感性に帰されることにな

るからである。 善行間様， 悪しき行為にも， あ

る種の自発性， すなわち悪しき行為が自然生起

から独立に意志田有のものから発したというこ

とが言われなければ， 帰資は成立し得ないであ

ろう。 従っ て自律の自由は， 善行為を意志、が自

己自身を根拠にして生み出したという点で， 帰

資の根拠になり得ても， 悪しき行為の帰責の根

拠としては不十分であると言わねばならない。

(3)さらに， 自律の自由は人間がおのずから実

現している自由ではなく， 意志が道徳法則に従

う時にはじめて実現されるものである。 カント

は自律した自由意志、を「純粋君、志 reiner羽T ill eJ

と考える。 純粋意志が欲すること(Woll en)は

常に自己閤有の本質的法則に適合している。 し

かるに人間の現実的な意志は感性的側面も有す

るから， この純粋意志のW oll enは S oll enと

して意識される。 義務の概念には， 意志が自己

規定を行う際に克服すべき感性的諸力の干渉・

妨害が予想されている。 この感性的・自然的必

然性の強制を排除しながら自己の本質に基づい

て自己規定を行う意志は有徳意志で、ある。

ところで， 理性的一感性的な有限存在たる人

聞の有徳意志の自律は神的な聖なる存在 ( 神〉

の自律と問ーではない。 カントは， 神の活動そ

のものは永遠の理性によっ て規定されるから自

由とはいえない， と述べているへ この神的自

律と兵なるとはいえ， 純粋意志の自律も理性必

然の自由とみなされるから， それについて自由

は言及され得ない。 聖なる存在の自律も純粋意

志の自律もともに自由というよりはむしろその

反対概念である必然性を意味するものである。

そしてこのような必然性への止揚によっ て得ら

れる自律の自由は， 必ずしも常には道徳法郎に

従っ ていない有徳意志においては， その意志の

何らかの活動の結果として現出する一つの完結

状態を表わす概念である。 自律の自由は有穂、窓

志の理想であり課題なのである。

しかるに， 行為の帰資が問題となる次元は，

このような結果としての状態の次元ではなく，

意志が道徳法則との一致に到達する以前にいわ

ば自発的に他の状態をではなくまさしくこの道

徳、法則との一致を意欲し選択するという， 伺ら

かの意志活動の原因性にかかわる状態の次元で

ある。 われわれは， 自然原因によっ てひきおこ

されたとみなされる行為に帰寅できないのと悶

様に， 何らの選択の余地もないところに神的必

然、性や道徳必然性から誼接生起するような行為

に帰責根拠を求めることはできないで、あろう。

N 

以上のように自律の自由には悪行為の帰寅根

拠としてだけでなく道徳的行為一般の帰責根拠

としても不十分なところがみられる。 帰責根拠

としての道徳的自由の考察には， どうしてもは

じめに挙げたもう一つの契機すなわち(2)の条件

に含まれる選択の白出合あわぜて検討しなけれ

ばならなL、。 この自由を カント自身も， 格率を

選択する Wi 11kür の自由として自覚的に論及

している。Wi11kürの自由は， �宗教諭』 にお

いて悪の存在の経験的な事実の考察から出発し

て叡知的悪としての 「根掠悪 radikal BöseJ 

の概念を究明する過程に現われるものであり，

それはまた悪をなす自由または善悪選択の自由

として知られるものである。

『宗教諭』においては， 根源悪の解明ととも

に行為の道徳的帰寅が意志決定の観点から関わ

れることになる。 行為に臨んで行為の原則を立

てることは理性的存在者の特性である。 行為の

原則を カントは「格率Max i meJと呼ぶが， 意

志決定の場で行為主体がいかなる格率を採用す
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るかによっ てその行為の道徳的性質が決定され

る。 そして格率に基づく行為rC--それが善で

あれ悪であれ…一道徳的帰資協うい得るために

は， 格率採用の自由が前提されなければならな

い。 格率採用の 自由である1九T i11kür の自由の

根底には， 価値に対する額滋と価{底の選択とい

う契機が存している。 この価{直とは蕃と悪であ

り， カントは『宗教諭』の冒頭で「人間は生来

的に普か悪、か Jという 問いを発し， I人間は

か惑かのいずれか一方でなければ な ら な い」

とし寸厳粛主義の立場を自らの立場 と し て い

る9)。 このような人間存在の叡知的次先におけ

る誌惑の絶対的対立を前提する存在論的な考察

方法は， I普は欲求能力の必然的対象であり，

惑は嫌忌能力の必然的対象で あ る」 と いっ た

『第二批判Jの心理学的な善悪の規定とは本質

的に異なるものである10)。

さて， Willkürの自由が滞資の条件をなす道

徳的自由として採り上げられると， 新たに提起

される問題は， )意志が自然生起から独立して自

らの本質に基づいて行為を生起させるかどうか

ということではなくて， 意志が互いに対立する

道徳的価備すなわち普惑を一切の必然性による

強制なしに自発的に行為の動機として掠用し得

るかどうかということである。

道徳的自由がこのように意志決定の次元で関

われる場合には， いわゆる非決定論の自由の基

礎概念である「無差別( 選択〉の自由 Jとも関

わらざるを得な い よ う に恩われる。 非決定論

は， 人間の行為の一切が究極的に自然の必然、的

な康問力に支配され何らの自由も有さないとす

る決定論に対立している。 それは人間の行為が

何ものにも強制されないという「強制からの自

由 libertas a c oac tioneJを主張し， 道 徳 的

行為に不可欠な行為主体の意志の独立性と自由

を確保しようとするものである。 非決定論の自

由はその最も厳密な意味では一切の必然、性に対

立する「必然から の 自由 l ibertas a nec e ssi司

tat e Jと呼ばれ， 無原悶・無動機の選択という

側面を含んでいる。 ーガ カントの自発性の自由

の醜念には， 因果の系列を新たに始める能力と

いう定義からも知られるように， 何らかの原菌

性を有する自由が含意されているから， それは

一切の必然からの自由として無原因の選択をす

る必然からの自由とは決して同一ではない。 そ

してこの差呉は カント的自由の独自の性格を規

定するー契機となるものである。 確かに カント

的自由は決定論にも非決定論にもともに思して

いない。

しかし カントの自由論には， 行為の動機の自

由な選択という点において， その選択の自由が

単に心理学的・経験的に観察される自由なのか

それとも非経験的・叡知的な自由なのか必ずし

も明確でないところがみられる。 もし カントの

選択の自由が純粋に非経験的なものでありいか

なる必然、性の強制も受けずに自己選択し得る自

由ならば， それは少なくとも形式的には非決定

論の自由にも通じるものであろう。 カ ン ト が

f宗教諭』で格率選択を 行うWillkür の自由

を提起する時， その自由の新たな酪難はこの非

決定論の自由に全く無縁であることはできない

というところに生じている。

カントは， この伝統的な非決定論の選択の自

由を自己の自由論の体系の中に表だっ て採用し

ていない。 というよりむしろそれを避けてさえ

いるように思われる。 彼は『道徳、形而上学Jに

おいてかなり自覚的に意志をその機能の面で二

分している。 意志は立法機能であるWill eと実

行機能であるWillkür に分けられ， 後者にそ

の活動の特性として選択の自由が認められてい

る。 しかしこのWillkürの自由が単に経験的・

感性的な自由なのかそれとも叡知的性格をも有

する自由なのかは明確に述べられていない。

ベック( L.W .  B eck)は， r道徳形而上学Jの

カントの考えを中心に考察して， Wi1lkürに一

種の自発性を帰属させている11)。しかし，ベッグ

の解釈に従えば， この自発性は消極的な自発性

すなわち自然生起からの干渉を受けないといっ

た自発性にすぎず， 自由であることに失敗すれ

ばただちに自然、必然性に道を譲っ てしまうよう

な自治なのである12)。 ベックはこのような消極

的自発性が真の自発性を有す る の はWi1lkür
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が純粋なW i1l e となる時である と する13)。 と

ころがそうなると， 思を 選択するW i1lkürの

自由は完全な意味での自発性を有さないことに

なり， 悪、行為の:原資を不可能に陥らせてしまう

であろう。 なぜなら悪行為の根拠となる自発性

は何らかの積極的・叡知的な自発性でなければ

ならないからである。

この自発性の叡知的性格を最もよく表現して

いるのは『宗教諭』の「人間の本性Naturde s 

Mensc henjという術語であろう。 カントは，

格率選択を行うW i1lkürの作用の特性を， そ

れ自身自由に基礎づけられた人間の本性と規定

している。 このようなW i1lkürの特性は 少な

くとも形式的には非決定論の必然からの自由を

予想するものであろう。

W i1lkür (選択意志、または怒意等と訳される〉

に関してヤスパース(K. Jasp ers)は次のよう

に述べている。

「やはり盗意はし、かなる認識によっ ても概念

的に把握されるものではなく， 前提されている

ような能動性 Akt iv ität である。 …… 一切の

怒意的決定のうちには， 自発性としての私の自

我存在に一致するものが{動いている。 内突がな

いから怒意はまだ自由ではないが， しかし慾意

なしにはどんな自由もない14) J。

このような把え方のうちには明らかにW i11 -

kürの叡知的性格が示唆されているとみなすこ

とができる。 また， シュヴァイツアー(A. S c h

we itzer)は， �宗教諭』のW illkürの自由を

「より高次の間いにおける自由 jと解釈し， 単

なる自発必然性からの独立を意味する消核的な

自発性以上の自由とみなしている出。

V 

それでは， このようなW i1lkürの活動の 特

性とされる自発的な選択の自由は自律の自由と

の関部においてどのような位置を占めるのであ

ろうか。

W i1lkürの自由がひとたび問題になると， 自

律の自由は自由というよりむしろその反対暁念

である必然性という性格を帯びてくる。 もっ と

もこの場合必然性とは吉っ ても自然必然、性では

なく道徳必然性・理性必然性である。 カントは

「法則以外の何ものに も 関係しないW ill e は

自由とも不自由とも呼び得ない。 一…W i1lkür

のみが自由であると呼び得る16) jと言っ て純粋

な立法的意志に自由を認めない場合もある。 し

かしこの自律の自由の性格を形成する理性必然

性は， 行為の帰責の要求に全く矛崩するもので

はなく， 意志が自己固有の必然性に従っ て行為

を生みだすという点で、その要求を満たすもので

ある。 自律の自由が帰責の要求に対して不十分

であるとされるのは， 意志が感性的側商を有す

る事実と悪、行為の帰責とが開題にな る 時 で あ

る。

カントは『判断力批判』の第87節の注釈で，

「道徳法則のもとに あ る 人閤Mensc h unter 

moral isc hen Ge se tzen jと「道徳法則に 従 う

人陪Mensc h nac h  moral isc hen Ge se tzenJ 

とを区別している17)。 このE別は， 道徳法則の

もとにある意志と道徳法則に常に従う意志の区

別に通じる。 前者はそれ独自の活動によっ て善

悪を選択できる意志で、あっ て， 後者のような自

律的な純粋意志では な い。W illkür の自由と

は， 道徳、法則の動機の及ぼす必然性と感性的動

機の及ぼす必然性のいわば開隙に存立している

ような意志の自由であると考えられる。

ところでこのW illkürの自由は 理性的一感

性的存在としての人間存在の規定の中から不可

避的に生まれる自由である。 これは『宗教論』

ではじめて採り上げられた自由では な く， �基

礎づけ』においても既に示唆されている。 すな

わち， 感性に触発されている理性的存在たる人

間が定雷命法を意識すること自体のうちに， そ

の定言命法に違反する可能性としての悪をなす

自由が陪示されている。
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このような感性と理性の間隙で活動する意志

であるW i1lkürの論及に伴っ て， 善悪の概念

も一層深刻な規定を受けるようになっ てくる。

カントは『宗教諭』において， 悪を感性的動機

や自然的傾向性そのものに認めず， 感性的動機



を理性の動機に優越させる格率の転倒または道

徳的秩序の転倒にのみ認めている問。 このこと

は善悪がWi 1lkürの活動である 自由な格率の

選択に基礎づけられることを意味する。 先に述

べたように善が自律の規念に即して端的に意志、

と道徳、法則の一致として定義されると， 悪行為

の帰支が不十分になるという問題が生じたが，

善悪がともにWi 1lkürの自由から導出される

ということになれば悪行為の帰責は 可 能 と な

る。

Wi llkür・の自由が悪行為の帰寅を可能にする

時， それはまた自律の自由とは違 った意味で、善

行為の帰責をも可能にする。 このことは自律立

という定義を変更させるのではなく， 普ー悪、を

別な視点から規定することを意味する。 カント

は， 悪伺様に善も自らが主体的に獲得 し て の

み， すなわち自己の格率に採用してのみ真の養

となるとして， r根源的蓄と は自らの 義務を遵

守することにおける格率の神聖性である19) Jと

っている。 このような警の概念は自律の自由

に直接に基礎づけられるのではなく， Wi 1lkür 

の自由すなわち選択の自由を顧慮してのみ規定

し得るものである。 従 ってこの自由は， カント

の自由論においても， 善ならびに惑の道徳的行

為の帰支を成立させるものとして， 道徳的自由

の不可欠の要素であるといえるであろう。

VI 

さて， それではなぜ カントがこの選択の自由

を根本的な道徳的自由とみなそうとしなか った

のかとし、う問題が残される。 カントは『道徳形

而上学』の中で， íWi llkürの自由は， 法則に従

って行為するかまたは逆ら って行為する選択の

能力 ( li bertasi ndiff erenti ae) によ っては定

義し得なし、20っとも， í理性の 内的立法に 関す

る自由は本来ただそれのみが能力であ って， こ

れに違反する可能性は無能力である21) Jとも述

べて， Wi llkürの自由に伝統的な選択の自由を

認めようとしない。

また『宗教諭』では， Wi llkürの自由はいわ

ゆる非決定論にではなく絶対的自発性に基づく

と述べている。さらに カントはそこで， 自律を根

底から突き崩すようなWi 1lkürの自由の深淵

を解明して， 普から悪への転落も悪から善への

復帰も等しくその理性的根源の洞察が不可能で

あるとしながらも， 最終的には「われわれの魂

のうちに響きわたる22) J自律の要求を持ち出す

ことによ って， 自律の自由のWi 1lkürの自由

に対する披源性を示唆しているようにみえる。

この点を理解するためには， カントは道徳的

自由を行為の帰寅との連関において論じている

という考察の原点に立ち返る必要がある。既に

述べたように， 一般に帰責の成立には， 意志が

自己生起によ って行為を生み出し得る自由と，

意志が意志決定に臨んで行為を選択し得る自由

とのこつの契機が考えられるが， これらは相互

補完の関係にあるのでその一方のみでは道徳的

自由として不十分であると思われる。 従 って，

Wi 1lkürの自由に帰責を不明確にするような要

素があれば， 自律の自由がその欠陥を補うよう

な形で再認識されることになろう。

そしてWi llkürの自由にも確かに 帰責を不

明確にするような側面が存在すると思われる。

次にこのことについて考えてみたい。

Wi llkürの自由の根鹿に存す る の は， 経験

的・心理学的な選択の自由ではなく， やはり超

感性的な選択の自由である。 それはそれ独自の

自発性によ って善悪を選ぶ自由であるが， カン

トはこのWi 1lkürの自由を非決定論の 選択の

自由すなわち「無差別(選択〉の自由 li bertas

i ndiff erenti ae Jからどのように区別したかが

問題となる。

カントはF宗教諭』において， 格率採用の最

初の根拠を求める際に生ずる推論の無限朔及と

いう事態を論じている23)。 それは， ある格率を

なぜ採用したかとし、う担拠を求めてゆくと， 格

率採用がそれ 自体自由なWi llkürの活動であ

るという理由で， その根拠が加な格率に求めら

れ， さらにその求められた格率の根拠もさらに

別な格率に求められるというように， 第一の根

拠を求めて格率採用の系列を無限に朔及すると
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いう事態である。 このようなWi 1lkür の活動

の本性的自由の解明を通してカントは確かにそ

の自由の叡知的本質を鋭く見抜いている。 しか

しそうなると， Wi llkürの自由な本性は格率採

用のすべての直接的規定を拒むことになり， こ

の自由に基礎づけられる善悪の第一根拠または

根源はわれわれには洞察し得ないものになると

いう問題も問時に生ずる。Wi llkむのこのよう

な自由な選択活動の特性を強調すると， それを

つきつめれば行為の究極的な根拠を見出せない

ということにもなり， 極端な場合には偶然とか

慾定、の自由と区別がつかなくなるであろう。 従

っ てそれはまた無動機・無諒悶の選択を意味す

る非決定論の自由と同じものになるであろう。

ところがわれわれは偶然、や無原因から生起する

ような行為には決して帰寅することができない

のである。

それゆえに， Wi llkürの自由から帰責可能性

を救う道は， それを意志決定の;場における道徳

的価値すなわち善悪、の選択に関してのみ開い，

行為の生起に関しては関わないことである。 も

しこの自由が行為の生起にも関係さ せ ら れ る

と， 行為がWi 1lkür の本性的自由から 生み出

されたということになっ て， 行為の生起した根

拠が規定できなくなるであろう。 そして行為を

行為主体に帰すことのできないような道徳的自

由はそれ本来の意義宏失うほかないのである。

カントが， Wi 1lkürの自由それ自体を意志、の

根源的な自由と考えずに， Wi l1kürの自由は絶

対的自発性に基づく， と言う時， その真意、は，

Wi 1lkürの自由が決して， 意志が何ものによっ

ても規定されないという行為の偶然性に基づく

ものではないということである200 格率採用の

最初の根拠をわれわれが澗察できないという

態はただちにその根拠が存在しないことを意味

しない。 選択の自由を意志の根源的自由と考え

ることは， 無原由の選択という空虚な思弁ーによ

っ て行為の根拠を奪いその帰資を不可能にさせ

るとし、う危険を伴う。 帰支が成立す る た め に

は， 行為の根拠がなかったりそれが神や自然に

求められてもならなL、から， 善悪を問わず行為

が行為主体たる自分自身を究極の根拠として生
容

起し得るという条件がどうしても要求される。

このように考えると， 先験的自治すなわち自

ら因果の系列を始めるという自発性としての自

由の理念が， ここでも道徳的帰交を成り立たせ

る究極の根拠として， 、iVi 1lkürの自由ひいては

選択の自由の根底に置かれているということが

できる。

結
4
m
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さて以上考察してきたように， カントの道徳

哲学にみられる対照的な二つの意志の白出一一

自律の自由とWi 1lkürの自由一ーは， 行為の

帰責を成立させる道徳的自由として， ともに自

発性としての先験的自由に基礎づけられている

ものと思われる。

もっとも先験的自由はこれらの道徳、的自由と

誼接に結びついているわけで、はない。 この点に

ついて， 例えばマルチン( G.Mar ti n)は， 自

発性は一切の道徳的出来事の明白な基礎現象で

あるが， カントの倫理学がとる一切の立場と無

関係である， と言っ ている問。 しかしそれで、も

自発性は道徳的自由の根底にあっ て， 帰責可能

性をぎりぎりのところで支えている自由の理念

であると考えられる。 カントは自発性に関連し

て， r自由の先験的理念は， 行為の 帰責可能性

の本来の根拠としての， 行為の絶対的自発性の

内容をのみ構成する2ß) Jと述べている。

このように自発性は， 意志、が自らの必然性に

基づいて行為を生み出す自律の自由 に 対 し で

も， 意志が意志決定に際して行為の図的や価値

を自ら根源的に選択するWi 1lkür の自由に 対
しでも， 同様にそれらの理論的基礎であり， ま
たそのことによっ てカントの道括的自由の根本
性格を形成するー契機となるものである。
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